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第１章 計画の概要                 

 

 １ 計画策定の趣旨

近年、少子高齢化・核家族化の進行、経済の低成長、地域の連帯感の希薄化などにより、

子どもや家庭を取り巻く社会環境は大きく変化してきました。 

このような中、国においては「エンゼルプラン」（平成６年）、「少子化対策推進基本方針」

及び「新エンゼルプラン」（平成 11 年）などにより、少子化対策を推進してきました。し

かし、出生率の低下は続いており、１人の女性が生涯に生む子どもの数の平均値である合

計特殊出生率は、平成 17 年に 1.26 と過去最低を更新しました。以後、横ばいもしくは微

増傾向が続いていますが、平成 25年時点では、1.43 と依然低い水準で推移しています。こ

のため、子どもを安心して健やかに生み育てることのできる社会、子育てをする人が子育

てに伴う喜びを実感できるような社会を形成していくことが、より必要とされています。 

こうした少子化の流れを変えるため、平成 15 年 ７月には「次世代育成支援対策推進法」

が制定され、この法律に基づき、松山市では、平成 17 年３月に「子どもの視点の尊重」、「す

べての子どもと家庭の支援」、「社会全体での子育ての支援」を基本理念とする「前期まつ

やま子育てゆめプラン」を策定しました。さらに、平成 22 年には、前期計画の成果や課題

を踏まえ、平成 22 年度から平成 26 年度を計画期間とする「後期まつやま子育てゆめプラ

ン」を策定し、地域における子育て支援や子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境

の整備などに努めてきました。 

そうした中、平成 24 年８月、子ども・子育て関連３法（「子ども・子育て支援法」「就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」）が成立し、

公布されました。子ども・子育て関連３法に基づく子ども・子育て支援新制度では「保護

者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識のもとに、幼児期の学

校教育及び乳幼児期の保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにしてい

ます。 

本計画は、これまでの次世代育成支援対策の取組みの進捗状況、課題を整理し、子ども・

子育て関連３法に基づき、平成 27 年 ４月から始まる子ども・子育て支援新制度を推進す

るための事業計画として策定するものです。 

  

「太字網掛け部分」が素案から変更

した部分。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、すべての子どもたちと子育て家庭を

対象に、松山市が平成 27 年４月から進めていく子ども・子育て支援事業の目標や方向性を

示したものです。なお、この計画において「子ども」とは、概ね 18 歳以下、「小学校就学

前子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの子どもをいいます。 

また、本計画は、国の動向や市の現状を踏まえるとともに、これまでの市の取り組みと

の継続性を保ち、同時に様々な分野の取り組みを総合的、一体的に進めるために、既存計

画との整合性も図りながら、地域社会での協働のもと、幼児期の学校教育、児童福祉、母

子保健及びその他子育て支援における環境整備等、次世代育成に関わる施策を推進するた

めのものです。 

さらに、松山市の子ども・子育て支援事業を着実に推進していくために、行政のみなら

ず、市民一人ひとりをはじめ各家庭や学校・地域・職場など、社会全体で積極的に取り組

みを推進するものです。 

 

 

 ３ 計画の期間

本計画は、子ども・子育て支援法に基づいて定められた基本指針に即して、平成 27年度

から平成 31年度までの５年を一期とした計画期間とします。 

ただし、社会・経済情勢の変化や、松山市の子どもと家庭を取り巻く状況や保育ニーズ

の変化に合わせ、必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

 

 

平成 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

 

32 年度 

 

33 年度 

 

34 年度 

 

35 年度 

 

36 年度 

  

   

     

  

 

       

 
  

(２期計画期間) 

（１期計画期間） 
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 ４ 計画の策定方法

本計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき作成した地域行動計画（以下、後期まつや

ま子育てゆめプラン）に記載して実施している施策の評価等を行い、本市の教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業等の利用の現状分析と今後の利用希望調査（ニーズ調査）の実

施結果を踏まえて、総合的に目標設定を行いました。また、計画策定の段階から、松山市子

ども・子育て会議にて審議を行い、子どもの保護者や事業関係者及び学識経験者などからの

意見も取り入れて計画づくりを進めました。 

 

（１）ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたり、子育ての状況や生活の実態、幼児期の教育及び乳幼児期の保育

に対するニーズ等を把握するため、小学校就学前児童及び小学校児童（小学１～４年生）

の中から無作為に抽出した世帯を対象に、平成 25 年 11 月 19 日～12 月 13 日の期間、「松

山市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」を実施しました。 

 

■「松山市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の概要 

調 査 対 象 小学校就学前児童のいる世帯 小学校児童のいる世帯 

標 本 数 5,000 世帯 5,000 世帯 

調 査 方 法 郵送配布－郵送回収 

回 答 数 

（有効回答数） 

2,901 

（2,899） 

2,875 

（2,869） 

回 収 率 58.0％ 57.4％ 

全体回収率 57.8% 

調 査 時 期 平成 25 年 11 月 19 日 ～ 平成 25 年 12 月 13 日 

調 査 地 区 市 内 全 域 

 

（２）策定体制 

事業計画の策定過程では、子どもの保護者、幼稚園や保育所等及び子育て支援事業に従

事している事業関係者、学識経験者からなる「松山市子ども・子育て会議」を設置し、そ

の会議の中で審議を行い、パブリックコメント（意見公募手続）を経て作成しました。 

なお、事業計画の策定にあたり、庁内では、保健福祉部と教育委員会をはじめとした関

係各課との連携を図るとともに、平成 26年度からは「子ども・子育て担当部長」を配置す

るなど、推進体制を強化しました。 
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第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状      
 

 １ 子どもをめぐる状況

（１）出生数 

 本市の出生数は平成２年には 4,959人と５千人近くいましたが、平成 22年には 4,570人

と徐々に減少しています。また、14歳以下の年少人口は平成２年には 91,203人と９万人を

超えていましたが、平成 22 年には 70,205 人とかろうじて７万人を超える水準にまで減少

しています。 

 

出生数と年少人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就業率 

 就業率は、男性の就業率が平成７年から平成 22年にかけて緩やかに下降しているのに対して、

女性の就業率は、ほぼ横ばいか微増で推移しています。 
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資料：国勢調査 
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資料：国勢調査

男女別の就業率の推移 



5 

 

また、女性の年齢別就労状況は、25～29歳にピークを迎え、その後結婚や出産、子育て

期に就業率は減少し、その後子育てが終わった 45～49歳にかけて再び増加するいわゆるＭ

字型曲線を示しています。最も底となる 30～34歳をみると、平成 12年は 50.8％でしたが、

平成 22年には 60.9％と上昇し、Ｍ字型の曲線もなだらかになっています。 

子育て世代の女性の就業率は、大きく上昇していると言えそうです。 

 

女性の年齢別就業割合の推移 
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（３）就学前児童の状況 

松山市の平成 25 年度における就学前児童数は、27,024人です。年齢別に就学前児童の保

育所や幼稚園などの利用状況をみると、０歳では１割、１歳から２歳では、３割程度の児

童が保育所や地域保育所（認可外保育施設）を利用しています。３歳から５歳では、幼稚

園の利用が多くなります。 

 

平成2５年度就学前児童の状況      

年 齢 児童数 認定こど

も園 

構成比 幼稚園 構成比 保育所 構成比 認可外保

育施設 

構成比 その他 構成比 

０歳 4,352 39 0.9%  0.0% 199 4.6% 68 1.6% 4,046 93.0% 

１歳 4,531 125 2.8%  0.0% 897 19.8% 229 5.1% 3,280 72.4% 

２歳 4,521 159 3.5%  0.0% 1,008 22.3% 211 4.7% 3,143 69.5% 

３歳 4,558 676 14.8% 2,440 53.5% 1,074 23.6% 118 2.6% 250 5.5% 

４歳 4,487 684 15.2% 2,484 55.4% 1,103 24.6% 
152 1.7% 186 4.1% 

５歳 4,575 681 14.9% 2,615 57.2% 1,157 25.3% 

合 計 27,024 2,364 8.7% 7,539 27.9% 5,438 20.1% 778 2.9% 10,905 40.4% 

 

(資料) 

・幼稚園は、学校基本調査及び学校実態調査〈※市外児童含む〉 

・保育所は、保育課４月１日入所児童数調べ〈※広域入所児童60人含まず〉 

・認可外保育施設は、地域保育所状況調べ〈※市外児童含む〉 

・認定こども園は、幼稚園部分は学校実態調査（幼保連携型・幼稚園型）、保育所部分は保育課４月１日・

入所児童数調べ（幼保連携型・保育所型）、地域保育所状況調べ（地方裁量型）〈※市外児童含む〉 

注) 認定こども園の保育機能部分及び保育所及び認可外保育施設は４月１日現在 

認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園は５月１日現在 

 

（４）待機児童の状況 

 厚生労働省が定義する保育所の待機児童数については、平成 21 年から平成 25 年にかけ

ては、ほぼ横ばいでしたが、平成 26年には、ゼロとなりました。 

 

待機児童数の推移                     (単位：人) 

 

 

 

注）各年４月１日現在 

 

  

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

待機児童数 45 37 39 25 40 ０ 

(単位：人) 

今年度の学校基本調査の数値が確

定した後に、最新数値へ変更予定。 
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２ これまでの子ども・子育て支援の取り組み 

（１）『後期まつやま子育てゆめプラン』を振り返って 

№ 事業名 担当課 H24目標 H24実績
評価

点数

1 通常保育事業（施設整備） 保育課
65箇所
5,995人

66箇所
6,175人 4

2 延長保育事業 保育課
59箇所
1,065人

61箇所
1,300人 4

3 休日保育事業 保育課
12箇所
125人

12箇所
125人 3

4 夜間保育事業 保育課
2箇所
40人

１箇所
20人 3

5 一時預かり事業 保育課
34箇所
340人

33箇所
330人 2

6 特定保育事業 保育課
32箇所
160人

31箇所
155人 2

7 病児・病後児保育事業 保育課
3箇所
12人

2箇所
8人 2

8 地域子育て支援拠点事業（センター型） 保育課 15箇所 15箇所 3

9 市立保育所の民間委託 保育課 12園 10園 2

10 乳児保育事業 保育課 45箇所 45箇所 3

11 ショートステイ事業 子育て支援課 230日 325日 4

12 地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 子育て支援課 5箇所 5箇所 3

13
放課後児童健全育成事業
【児童クラブ】

子育て支援課 67箇所 64箇所 3

14 養育支援訪問事業 子育て支援課
要支援児童等に対す

る適切な対応
599件

（延べ 3,048件） 3

15 児童館等管理運営（整備）事業 子育て支援課 8箇所 7箇所 2

16 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業
市民参画
まちづくり課

2,200人 2,464人 4

後期まつやま子育てゆめプラン  平成24年度評価結果

評価基準

５ ・・・計画に比して特に成果の顕著な事業

４ ・・・計画を上回る成果の認められる事業

３ ・・・計画どおりの成果が得られた事業（定型的な事業が執行された場合を含む。）

２ ・・・計画を下回る成果しか認められない事業

１ ・・・計画に比して特に成果の得られなかった事業

０ ・・・計画されていたにもかかわらず、事業自体が未実施

－ ・・・もともと事業の実施が計画されていなかったため、評価不能

松山市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会

 

今年度の評価が終了した後に、 

最新評価へ変更予定。 
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 ３ 人口等の見通し

（１）人口の推移 

松山市の人口は、平成 25 年 10 月１日現在、517,743 人と、平成７年以降増加傾向が続

いていましたが、増加の割合は緩やかになっています。 

また、年齢３区分人口の推移をみると、年少人口は平成７年から現在まで減少が続いて

おり、生産年齢人口も平成 12年以降減少が続いています。一方で老年人口は平成７年以降

一貫して増加しており、平成 25年の総人口に占める割合は 23.6％となっています。 

 

年齢３区分人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分人口割合の推移 

 

※平成７年～平成 17年は区分不明人口を含む（平成７年 32人、平成 12年 200人、平成 17年 249人） 

※平成 17 年以降は、合併後人口 

資料：平成７年～平成 22年 国勢調査（各年 10月１日現在） 

     平成 25年 住民基本台帳人口（10 月１日現在） 
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（２）将来推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計人口をみると、松山市の総人口は今

後減少が続き、平成 32年には 503,271 人になると推計されています。また、年齢３区分別

にみると、年少人口および生産年齢人口は引き続いて減少が続きますが、老年人口は増加

が続くと見られ、さらなる少子高齢化の進行が予測されます。 

 

推計人口と年齢3区分人口（比率）の推移 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2013年３月推計）」 
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（３）推計児童人口 

松山市の 11歳以下の人口は今後も減少傾向が続き、平成 31年には 53,592人になると推

計されます。なお、11歳以下の人口が減少しますが、総人口の減少も予想されるため、当

面、総人口に対する割合は 10.6％程度で推移するものとみられます。 

 

推計児童人口（比率）の推移 

区  分 
現状 推 計 

平成 25 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

児童人口（0～11 歳） 54,791 54,272 53,919 53,762 53,817 53,592 

 （総人口比） 10.6％ 10.6％ 10.6％ 10.6％ 10.6％ 10.6％ 

 0 歳 4,352 4,328 4,316 4,304 4,292 4,280 

 1 歳 4,531 4,420 4,407 4,395 4,383 4,371 

 2 歳 4,521 4,428 4,416 4,404 4,392 4,380 

 3 歳 4,558 4,519 4,420 4,408 4,395 4,383 

 4 歳 4,487 4,521 4,528 4,429 4,417 4,404 

 5 歳 4,575 4,576 4,530 4,536 4,437 4,424 

 0-5 歳 27,024 26,792 26,617 26,476 26,316 26,243 

 6 歳 4,592 4,498 4,578 4,532 4,539 4,439 

 7 歳 4,329 4,580 4,500 4,581 4,535 4,541 

 8 歳 4,569 4,614 4,599 4,519 4,600 4,554 

 9 歳 4,792 4,362 4,629 4,615 4,534 4,616 

 10 歳 4,695 4,601 4,378 4,646 4,632 4,551 

 11 歳 4,790 4,826 4,617 4,393 4,662 4,647 

 6-11 歳 27,767 27,481 27,302 27,286 27,502 27,348 

 

 

 

  

平成 17年～平成 25年までの住民基本台帳人口（各年 10月時点）を基にしてコーホート法で推計 

平成 25年の部分を、平成 26年として今年の 10月時点の数値に変更予定。 
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４ 子育てに関する意識の現状 

 

（１）子育てに関する意識 

「子育てを主に行っている」という意識については、就学前児童、小学生ともに「父母と

もに」と「主に母親」が、ほぼ同程度となっています。母親の割合が高く、子育てを母親が

担っている様子が伺えます。 

 

 

子育ての主な担い手 

45.4

49.8

52.5

47.3 2.9

2.1

0% 25% 50% 75% 100%

就学前

小学生

父母ともに 主に母親 その他・不明



12 

 

（２）子育て環境の総合評価 

①各種子育てサービスの認知度・利用経験・今後の利用希望 

   

各種子育てサービスの認知度 

92.2

89.2

81.3

80.9

78.4

74.3

72.9

72.5

66.8

61.1

54.9

51.6

43.1

41.8

41.0

35.9

34.9

12.7

11.5

91.4

95.0

70.2

44.3

72.5

68.0

65.4

60.0

58.3

43.4

50.0

45.5

34.4

42.8

33.6

56.9

45.5

13.3

11.2

0 20 40 60 80 100

児童館・児童センター

放課後児童クラブ

子育て支援センター

こんにちは赤ちゃん訪問

はじめてのパパ・ママのための教室等

延長保育事業

保健所・保健センターの情報・相談事業

一時預かり事業

病児・病後児保育事業

子育てひろば

幼稚園の子育て支援事業

子育てマップ

ほっとＨＯＴひろば

ファミリー・サポート・センター事業

親子ふれあいタイム

放課後子ども教室

子ども総合相談

ショートステイ事業

養育支援訪問事業

就学前

小学生

（％）
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各種子育てサービスの利用実績 

  

75.8

67.4

44.7

30.5

30.4

29.8

27.3

26.2

26.1

22.2

19.8

6.7

5.5

5.0

3.5

2.9

1.7

1.0

0.2

76.4

23.1

29.1

16.0

26.2

21.7

31.6

23.2

25.3

16.0

13.8

32.7

2.4

4.2

14.6

3.4

3.7

0.6

0.3

0 20 40 60 80 100

児童館・児童センター

こんにちは赤ちゃん訪問

子育て支援センター

子育てひろば

幼稚園の子育て支援事業

保健所・保健センターの情報・相談事業

延長保育事業

一時預かり事業

はじめてのパパ・ママのための教室等

親子ふれあいタイム

子育てマップ

放課後児童クラブ

ほっとＨＯＴひろば

病児・病後児保育事業

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター事業

子ども総合相談

養育支援訪問事業

ショートステイ事業

就学前

小学生

（％）
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各種子育てサービスの利用希望 

 

 

 

 

 

81.4

60.7

50.9

50.3

48.1

46.0

42.5

41.7

40.2

39.4

37.0

35.7

32.2

27.3

27.1

21.7

19.6

9.4

7.5

70.1

32.4

17.6

35.3

15.6

17.7

24.1

21.3

17.6

14.6

11.2

11.8

7.2

21.8

15.3

6.8

12.4

5.6

3.6

0 20 40 60 80 100

児童館・児童センター

放課後児童クラブ

幼稚園の子育て支援事業

放課後子ども教室

延長保育事業

子育て支援センター

子育てマップ

保健所・保健センターの情報・相談事業

病児・病後児保育事業

一時預かり事業

子育てひろば

親子ふれあいタイム

こんにちは赤ちゃん訪問

子ども総合相談

ほっとＨＯＴひろば

はじめてのパパ・ママのための教室等

ファミリー・サポート・センター事業

ショートステイ事業

養育支援訪問事業

就学前

小学生

（％）
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73.5

39.8

34.6

38.8

16.3

20.2

15.9

68.3

17.0

11.1

10.6

4.0

8.8

1.9

43.3

26.5

40.7

12.5

12.0

56.0

10.9

10.0

12.0

5.5

0 20 40 60 80 100

保育所や幼稚園に係る費用負担を軽減してほしい　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［就学前のみ］　　　

児童館などの親子が安心して集まれる身近な場所を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増やしてほしい

子どもと一緒に楽しめるイベントの機会を増やしてほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しい　　　

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てほしい

子育てについての情報が得られる場や学べる機会が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育サービスがほしい

育児サークル等が安価にかつ継続的に利用できる場

　　　　　　　　　　　　　　　　　所がほしい　［就学前のみ］

子ども連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい

保育所を増やしてほしい　［就学前のみ］

子どもに関するさまざまな相談を１ヶ所でできるように

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してほしい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、

　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅面の配慮がほしい

幼稚園を増やしてほしい　［就学前のみ］

その他

不明

就学前

小学生

（％）

平成25年度調査では

選択肢なし

（２）松山市に対する支援の希望 

⇒ 平成 20年調査との経年比較にて掲載 

 

松山市に対する支援の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山市に対する支援の希望（平成 20年調査） 
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保育所や幼稚園等に係る費用負担を軽減してほしい

児童館など親子が安心して集まれる身近な場所を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増やしてほしい

子どもと一緒に楽しめるイベントを増やして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備してほしい

子どもについての情報が得られる場や学べる機会が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい

誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による保育サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がほしい

育児サークル等が継続的に利用できる場所がほしい

その他

不明

就学前

小学生

（％）

 保育所や幼稚園等に係る費用負担を軽減してほしい 

児童館など親子が安心して集まれる身近な場所を増やしてほしい 

子どもと一緒に楽しめるイベントの機会を増やしてほしい 

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい 

子どもについての情報が得られる場や学べる機会がほしい 

誰でも気軽に利用できる NPO 等による保育サービスがほしい 

育児サークル等が継続的に利用できる場所がほしい 

その他 

不明 

 保育所や幼稚園等に係る費用負担を軽減してほしい[就学前のみ] 

児童館など親子が安心して集まれる身近な場所を増やしてほしい 

子どもと一緒に楽しめるイベントを増やしてほしい 

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい 

子どもについての情報が得られる場や学べる機会がほしい 

誰でも気軽に利用できる NPO 等による保育サービスがほしい 

育児サークル等が継続的に利用できる場所がほしい[就学前のみ] 

73.5

39.8

34.6

38.8

16.3

20.2

15.9

68.3

17.0

11.1

10.6

4.0

8.8

1.9

43.3

26.5

40.7

12.5

12.0

56.0

10.9

10.0

12.0

5.5

0 20 40 60 80 100
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児童館などの親子が安心して集まれる身近な場所を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増やしてほしい

子どもと一緒に楽しめるイベントの機会を増やしてほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しい　　　

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てほしい

子育てについての情報が得られる場や学べる機会が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育サービスがほしい

育児サークル等が安価にかつ継続的に利用できる場

　　　　　　　　　　　　　　　　　所がほしい　［就学前のみ］

子ども連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい

保育所を増やしてほしい　［就学前のみ］

子どもに関するさまざまな相談を１ヶ所でできるように

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してほしい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、

　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅面の配慮がほしい

幼稚園を増やしてほしい　［就学前のみ］

その他

不明

就学前

小学生

（％）

平成25年度調査では

選択肢なし

 子ども連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい 

保育所を増やしてほしい[就学前のみ] 

子どもに関するさまざまな相談を１ヶ所でできるようにしてほしい 

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮がほしい 

幼稚園を増やしてほしい[就学前のみ] 

その他 

不明 
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第３章 計画の基本的な考え方            
 

 １ めざす姿

核家族化や就業する女性の増加、地域のつながりの希薄化などにより、身近な地域に相談

できる相手がいないなど、子育てが孤立化することにより、その負担感が増えていることが

懸念されています。また、少子化に伴い子ども同士のふれあいの機会も減少し、こうした環

境の変化は、子どもの健やかな成長に大きな影響を与えると推測されます。 

このような状況の中、保護者が子育てについての第一義的責任をもつという基本的な認識

の下に、行政のみならず、家庭や地域、関係機関・団体、職場など、子どもと子育て家庭を

取り巻く社会全体が子育てについて理解を深め、子どもを未来の希望と捉えることが必要で

す。 

本計画では、これまでの事業計画で目指してきた「社会全体で取り組む子育て支援」の方

向性を継承し、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保と業務の円滑

な実施を図り、「すべての子どもが健やかに成長する、子育てにやさしいまち」をめざす姿に

位置付けて、次の基本理念を定めます。 

 

２ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 子どもの視点を尊重します 

子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮

します。 

 

２ すべての子どもと子育て家庭を支援します 

子育てについて第一義的責任を有する保護者への支援を念頭に、これまで

の子育てと仕事の両立支援のみでなく、家庭で子どもを見ている親を含めた

全ての子育て家庭への支援を行います。 

 

３ 社会全体で子育てを支援します 

「後期まつやま子育てゆめプラン」を継承し、子育てに関わる全ての人が

その喜びを感じるために、家庭・地域・企業・行政などが連携して、社会全

体で子育てを支援していきます 
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３ 基本方針 

今後の子ども・子育て支援の推進にあたっては、教育・福祉分野をはじめ、保健、労働な

どの子どもと家庭にかかわる関係分野が相互に連携し、すべての子どもと、子どもを取り巻

く環境や地域社会を含めた取り組みが求められます。 

本計画では、基本理念を実現するために次の９つの基本方針を設定し、それらを９つの柱

として総合的に施策を推進します。 

 

（１）幼児期の学校教育及び乳幼児期の保育の充実 

少子高齢化の進行や核家族化の進展等に加え、働き方の多様化により、子どもや子育て

世帯の環境が大きく変化しています。 

このような状況に対応するため、安心して子どもを預けることのできる認定こども園・

幼稚園・保育所の教育・保育施設の充実に加えて、小規模保育や家庭的保育など、さまざ

まな保育事業も拡充し、質を確保した上で、子どもの受け皿の整備を図ります。 

 

（２）地域における子育ての支援 

従来の認定こども園、幼稚園、保育所等の施設のみならず、すべての子育て家庭を支援

するため、家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や、身近なところで子

育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」、放課後児童クラブなど、地域の様々

な子育て支援の充実を図ります。 

 

（３）妊娠・出産期からの切れ目のない支援 

子どもの健やかな心身の確保は、妊娠・出産・育児の各ステージにおけるきめ細かな支

援によって達成されます。 

また、社会環境が大きく変化する中、妊娠・出産に対する正しい知識の普及や支援体制

の確保が必要とされています。安心して出産できる環境の整備、妊産婦・乳幼児に対する

適時適切な保健医療サービスの提供などを関連分野や関係団体と連携して推進します。 

 

（４）子どもの心身の健やかな成長に資する子育て環境の整備 

これからの社会を担う、人間性豊かな人材の育成が求められており、“生きる喜びが実

感できる人づくり”のため、子どもが夢や希望をもって学ぶことができる教育環境及び保

育環境の整備を推進します。また、家庭の教育力を高めるため、親として学習する機会の

提供に努めます。 

 

（５）子育てを支援する生活環境の整備 

子どもを安心して生み育てるためには、住環境、交通環境、建築物等の整備や防犯に考

慮した安全・安心な地域社会の形成が重要です。安心して子育てができるまちづくりを推

進し、すべての人々が地域社会において、健康で心豊かなゆとりある生活ができるよう、

生活環境の整備を進めます。 
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（６）職業生活と家庭生活との両立（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

女性の社会進出が増加するとともに、人々の働き方も多様化しています。 

事業主の理解と協力のもと、職場における仕事と子育てや家庭生活・地域生活が両立で

きる環境の整備を図り、父親と母親が協力して子育てを行い、子育ての楽しさと難しさを

両者が共有できるよう、男性も育児に参加しやすい環境づくり及び意識啓発を推進します。 

 

（７）子どもの安全の確保 

子どもを交通事故や犯罪及び災害等の被害から守り、安全を確保するためには、警察を

はじめとする関係機関・団体や地域が一体となって協力し、安全体制・防犯体制を整備す

る必要があります。 

地域の実情に即し、子どもの視点に立った交通安全対策や犯罪被害防止活動を推進する

とともに、交通事故や犯罪等の防止、加えて災害発生時などの緊急時にも対応できる取り

組みを推進します。 

 

（８）専門的な知識及び技術を要する支援の推進 

児童虐待の発生予防、被害児童の保護・支援のため、職員の資質の向上、より迅速・的

確な対応、関係課のみならず県や関係機関との連携の強化等を図ります。 

また、ひとり親家庭では、子育てに十分な時間がかけられないなど、子育ての悩みや経

済的な負担感がみられ、子育てに関する情報や支援が必要であり、障がいのある子どもに

ついては、障がいの有無に関わらず、共に成長できるような配慮が必要です。 

これら特に専門的な知識や技術を要する支援が必要な子どもとその家庭へのきめ細か

な取り組みを推進します。 

 

（９）経済的な支援の推進 

妊娠・出産から乳幼児期、少年期に至るまで、子育てに必要な費用は教育、保育、医療

等多分野にわたっており、子育てに関する経済支援は、ニーズが多い分野の一つで、特に、

ひとり親家庭や障がいのある子どもがいる家庭など、より経済支援を必要としています。 

このような状況を踏まえ、子育て家庭の経済的負担の軽減を目的とする各種支援を推進

します。 
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第４章 施策の展開                 

 １ 施策体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざ 

す姿 
基本理念 基本方針 

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
、
子
育
て
に
や
さ
し
い
ま
ち 

１．子どもの

視点を尊重し

ます 

①幼児期の学校教育及び 

乳幼児期の保育の充実 

②地域における子育ての支援 

③妊娠・出産期からの切れ目のない支援 

④子どもの心身の健やかな成長に資する 

子育て環境の整備 

⑤子育てを支援する生活環境の整備 

⑥職業生活と家庭生活との両立 

（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

⑦子どもの安全の確保 

⑧専門的な知識及び 

技術を要する支援の推進 

⑨経済的な支援の推進 

２．すべての

子どもと子育

て家庭を支援

します 

３．社会全体

で子育てを支

援します 
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第６章 計画の推進に向けて             

 

 １ 市民及び関係団体等との連携等

（１）市民や関係団体等との連携 

子育てを社会全体で支援していくためには、行政のみならず、教育・保育施設関係者、小

学校、その他子育てに関わる関係団体や関係機関を含めて社会全体が連携することが必要で

す。 

本計画の推進にあたっては、認定こども園、幼稚園、保育所等をはじめ、地域型保育事業

及び地域子ども・子育て支援事業を行う事業者及び関係団体・関係機関などとの連携を深め、

情報の共有化を図りながら、事業の推進・調整を行うとともに、家庭・地域・学校・企業・

行政それぞれが、子育てや子どもの健全育成に対する責任や自ら果たすべき役割を認識し、

互いに協力しながら、子育て支援に関わるさまざまな施策を計画的・総合的に推進します。 

 

（２）地域の人材の確保と連携 

子育てに関する市民の多様なニーズに対応するため、幼稚園教諭、保育士等の子育てに関

わる資格取得者だけでなく、ボランティアや子育て経験者、高齢者の方など地域のさまざま

な子育てを支援する幅広い人材の確保・育成に努めます。 

 

（３）市民・企業等の参加・参画の推進 

社会全体で子育てを支援するためには、市民や企業、関係団体の理解と協力が必要です。

計画について広報等により市民等の理解を深めるとともに、ボランティア活動の活性化の促

進、市民参加型のサービスの拡充など、地域による取組みを支援し、子育てしやすい環境づ

くりに市民及び企業等の参加・参画を推進します。 

 

 ２ 計画の進捗状況の管理・評価

本計画に基づく施策を推進するため、松山市子ども・子育て会議において、毎年度事業計

画に基づく事業の実施状況（公立の教育・保育施設に係る施策も含む）や、これに係る費用

の使途実績等について点検・評価します。事業計画策定後には、ＰＤＣＡサイクル（計画・

実行・評価・改善）に基づき、計画の推進に努め、事業の進捗状況を管理・評価するにあた

っては、利用者の視点に立ち、個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・

評価し、施策の改善につなげます。 

なお、当初の計画に対して「量の見込み」や「確保方策」などに大きな開きが見受けられ

る場合には、中間年度（平成 29 年度）を目安として、計画の見直しを検討します。ただし、
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見直しを行った後の事業計画の期間は、当初の計画期間（平成 31年度）までとします。 

 

 


